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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の上部に，画素電極，少なくとも発光層を含む有機層，及び対向電極を含み，
　画素定義膜により定義される発光領域と；
　ゲート電極及びソース／ドレイン電極を含む薄膜トランジスタ領域と；
　下部電極及び上部電極を含むキャパシタ領域と；
を備え，
　前記発光領域における画素電極の下部にダミーパターンを含むことを特徴とする，有機
電界発光表示素子。
【請求項２】
　前記画素電極は,反射電極であり，前記対向電極は,透明電極であることを特徴とする，
請求項１に記載の有機電界発光表示素子。
【請求項３】
　前記画素電極は，前記薄膜トランジスタ領域及び前記キャパシタ領域までに延設される
ことを特徴とする，請求項１または２に記載の有機電界発光表示素子。
【請求項４】
　前記有機層は，正孔注入層，正孔輸送層，正孔抑制層，電子輸送層及び電子注入層より
なる群から選ばれる１つ以上の層をさらに含むことを特徴とする，請求項１～３のいずれ
かに記載の有機電界発光表示素子。
【請求項５】
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　前記ダミーパターンは，多結晶シリコン層パターン，ゲート電極物質及びソース／ドレ
イン電極物質よりなる群から選ばれる２つ以上の積層構造を有することを特徴とする，請
求項１～４のいずれかに記載の有機電界発光表示素子。
【請求項６】
　前記画素定義膜は，３０００Å以下の厚みを有することを特徴とする，請求項１～５の
いずれかに記載の有機電界発光表示素子。
【請求項７】
　前記ダミーパターンは、前記発光領域において前記基板から前記画素電極までの高さを
嵩上げする、請求項１に記載の有機電界発光表示素子。
【請求項８】
　前記画素電極の下部に位置する絶縁膜をさらに含み、
　前記基板から前記発光領域の前記ダミーパターン上に形成される前記絶縁膜上部までの
厚みは、前記基板から前記薄膜トランジスタ領域及び前記キャパシタ領域に形成される前
記絶縁膜上部までの厚みよりも大きいか又は同一であることを特徴とする、請求項１に記
載の有機電界発光表示素子。
【請求項９】
　第１の領域，第２の領域及び第３の領域に区分される基板の上部に，第１の導電層パタ
ーンを各々形成する工程と；
　前記第１の導電層パターンを含む基板の上部に，第１の絶縁層を形成する工程と；
　前記第１の領域，前記第２の領域及び前記第３の領域に第２の導電層パターンを各々形
成する工程と；
　全体表面の上部に第２の絶縁層を形成する工程と；
　前記第１の領域，第２の領域及び第３の領域に第３の導電層パターンを各々形成する工
程と；
　全体表面の上部に第３の絶縁層を形成する工程と；
　前記第１の領域に，前記第２の領域の第３の導電層パターンに接続される画素電極を形
成する工程と；
　全体表面の上部に，前記画素電極を露出させる第４の絶縁層パターンを形成する工程と
；
　前記画素電極の上部に，少なくとも発光層を含む有機層を形成する工程と；
　全体表面の上部に対向電極を形成する工程と；
を備えることを特徴とする，有機電界発光表示素子の製造方法。
【請求項１０】
　前記第１の領域は発光領域であり，前記第２の領域は薄膜トランジスタ領域であり，前
記第３の領域はキャパシタ領域であることを特徴とする，請求項９に記載の有機電界発光
表示素子の製造方法。
【請求項１１】
　前記第１の導電層パターンは，第１のダミーパターン，チャネル領域とソース／ドレイ
ン領域を含む多結晶シリコン層パターン，及びキャパシタの第１の電極であることを特徴
とする，請求項９または１０に記載の有機電界発光表示素子の製造方法。
【請求項１２】
　前記第１の絶縁層は，ゲート絶縁層であることを特徴とする，請求項９～１１のいずれ
かに記載の有機電界発光表示素子の製造方法。
【請求項１３】
　前記第２の導電層パターンは，第２のダミーパターン，ゲート電極及びキャパシタの第
２の電極であることを特徴とする，請求項９～１２のいずれかに記載の有機電界発光表示
素子の製造方法。
【請求項１４】
　前記第２の絶縁層は，層間絶縁層であることを特徴とする，請求項９～１３のいずれか
に記載の有機電界発光表示素子の製造方法。
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【請求項１５】
　前記第３の導電層パターンは，第３のダミーパターン，ソース／ドレイン電極及びキャ
パシタの第３の電極であることを特徴とする，請求項９～１４のいずれかに記載の有機電
界発光表示素子の製造方法。
【請求項１６】
　前記第３の絶縁層は，保護膜，平坦化膜またはそれらの積層構造であることを特徴とす
る，請求項９～１５のいずれかに記載の有機電界発光表示素子の製造方法。
【請求項１７】
　前記画素電極は，反射電極であることを特徴とする，請求項９～１６のいずれかに記載
の有機電界発光表示素子の製造方法。
【請求項１８】
　前記画素電極は，第１の領域，第２の領域及び第３の領域にわたって形成されることを
特徴とする，請求項９～１７のいずれかに記載の有機電界発光表示素子の製造方法。
【請求項１９】
　前記第４の絶縁層パターンは，画素定義膜であることを特徴とする，請求項９～１８の
いずれかに記載の有機電界発光表示素子の製造方法。
【請求項２０】
　前記第４の絶縁層パターンは，３０００Å以下に形成されることを特徴とする,請求項
９～１９のいずれかに記載の有機電界発光表示素子の製造方法。
【請求項２１】
　前記有機層は，正孔注入層，正孔輸送層，正孔抑制層，電子輸送層及び電子注入層より
なる群から選ばれる１つ以上の層をさらに含むことを特徴とする，請求項９～２０のいず
れかに記載の有機電界発光表示素子の製造方法。
【請求項２２】
　前記有機層は，レーザ転写方法で形成されることを特徴とする，請求項９～２１のいず
れかに記載の有機電界発光表示素子の製造方法。
【請求項２３】
　前記第１領域に形成される第１導電層パターン、第２導電層パターン、及び第３導電層
パターンは、前記基板から前記第１領域に形成される前記画素電極までの高さを嵩上げす
る、請求項９に記載の有機電界発光表示素子の製造方法。
【請求項２４】
　前記基板から前記第１領域の前記第３の導電層パターン上に形成される前記第３の絶縁
層上部までの厚みは、前記基板から前記第２領域及び前記第３領域に形成される前記第３
の絶縁層上部までの厚みよりも大きいか又は同一であることを特徴とする、請求項９に記
載の有機電界発光表示素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，有機電界発光表示素子及びその製造方法に関し，より詳細には，画素領域の
段差を増加させて，レーザ転写方法を用いた有機層の蒸着を容易にする有機電界発光表示
素子及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　平板表示素子において有機電界発光表示素子は，応答速度が１ｍｓ以下と高速の応答速
度を有し，消費電力が低く，自ら発光するので，視野角に問題がないため，装置のサイズ
に関係なく，動画像表示媒体として長所がある。また，低温製作が可能であり，従来の半
導体工程技術に基づくので，製造工程が簡単であることから，今後次世代平板表示素子と
して注目を集めている。
【０００３】
　上記有機電界発光表示素子は，有機電界発光素子に使用する材料と工程によって，大き



(4) JP 4690187 B2 2011.6.1

10

20

30

40

50

く，ウェット工程を使用する高分子型素子と，蒸着工程を使用する低分子型素子とに分け
られる。
【０００４】
　上記高分子または低分子発光層のパターニング方法のうちインクジェットプリント方法
の場合，発光層以外の有機層の材料に制限があり，基板上にインクジェットプリントのた
めの構造を形成しなければならないので，煩わしい。また，蒸着工程による発光層のパタ
ーニング場合，金属マスクを使用するので，大型素子を製作することが難しい。
【０００５】
　最近，前述のようなパターニングの方法を代えることができる技術として，レーザ熱転
写法（ＬＩＴＩ：Ｌａｓｅｒ　Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ）が開
発されてきている。
【０００６】
　上記レーザ熱転写法は，光源から発生するレーザを熱エネルギーに変換し，この熱エネ
ルギーによりパターン形成物質を対象基板に転写させて，パターンを形成する方法である
。この方法では，転写層が形成されたドナー基板と，光源，及び被写体としての基板が必
要である。
【０００７】
　上記レーザ熱転写法のために，上記ドナー基板と上記基板とをラミネーションするが，
この場合，上記基板の最も高い部分に上記ドナー基板が接着される。
【０００８】
　関連従来技術が特許文献１に開示されている。
【０００９】
　以下，従来技術に係る有機電界発光表示素子の製造方法を説明する。
【００１０】
　図１は，従来の有機電界発光表示素子を示す断面図であり，発光領域Ｉ，薄膜トランジ
スタ領域ＩＩ及びキャパシタ領域ＩＩＩに区分して示している。
【００１１】
　基板１００上にバッファ層（ｂｕｆｆｅｒ　ｌａｙｅｒ）１１０を形成する。上記バッ
ファ層１１０は，後続工程において上記基板１００内の不純物が素子の内部に流入するの
を防止するために形成することが好ましい。
【００１２】
　次に，上記バッファ層１１０の上部に，半導体層である非晶質シリコン層（図示せず。
）を所定の厚みで蒸着する。次いで，上記非晶質シリコン層をＥＬＡ（Ｅｘｃｉｍｅｒ　
Ｌａｓｅｒ　Ａｎｎｅａｌｉｎｇ），ＳＬＳ（Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ　Ｌａｔｅｒａｌ　
Ｓｏｌｉｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ），ＭＩＣ（Ｍｅｔａｌ　Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｃｒｙｓｔａ
ｌｌｉｚａｔｉｏｎ）またはＭＩＬＣ（Ｍｅｔａｌ　Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｌａｔｅｒａｌ　
Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ）法などを用いて結晶化し，フォトエッチング工程でパ
ターニングして，単位画素内の薄膜トランジスタ領域ＩＩに多結晶シリコン層パターン１
２０を形成する。この際，上記キャパシタ領域ＩＩＩに，キャパシタの電極としての多結
晶シリコン層パターンをさらに形成することができる。
【００１３】
　次に，全体表面の上部にゲート絶縁層１３０を形成する。この際，上記ゲート絶縁層１
３０は，シリコン酸化膜ＳｉＯ２，シリコン窒化膜ＳｉＮｘまたはそれらの積層構造で形
成することができる。
【００１４】
　次に，上記ゲート絶縁層１３０の上部に，上記薄膜トランジスタ領域ＩＩの多結晶シリ
コン層パターン１２０に不純物をイオン注入する。これにより，上記薄膜トランジスタ領
域ＩＩにソース／ドレイン領域１２６，１２４が形成される。上記ソース／ドレイン領域
１２６，１２４の中間部は，チャネル領域１２２である。
【００１５】
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　次に，全体表面の上部にゲート電極用導電層（図示せず。）を形成する。上記ゲート電
極用導電層は，モリブデン（Ｍｏ）またはモリブデン－タングステン（ＭｏＷ）のような
合金の単一層，アルミニウム（Ａｌ）またはアルミニウム－ネオジム（Ａｌ－Ｎｄ）のよ
うなアルミニウム合金の単一層，或るいはこれらの金属の二重層で形成することができる
。
【００１６】
　次に，フォトエッチング工程で上記ゲート電極用導電層をエッチングし，上記薄膜トラ
ンジスタ領域ＩＩ及びキャパシタ領域ＩＩＩに各々ゲート電極１３２及び下部電極１３４
を形成する。
【００１７】
　その後，上記薄膜トランジスタがＮＭＯＳである場合，上記ゲート電極１３２をイオン
注入マスクとして使用して低濃度の不純物をイオン注入し，ＬＤＤ領域（図示せず。）を
形成することもできる。
【００１８】
　次に，全体表面の上部に層間絶縁層１４０を形成する。
【００１９】
　次に，フォトエッチング工程で上記層間絶縁層１４０及びゲート絶縁層１３０をエッチ
ングし，上記ソース／ドレイン領域１２６，１２４を露出させるコンタクトホールを形成
する。
【００２０】
　次に，上記層間絶縁層１４０の上部にソース／ドレイン電極物質を形成する。
【００２１】
　次に，フォトエッチング工程で上記ソース／ドレイン電極物質をエッチングし，上記薄
膜トランジスタ領域ＩＩ及びキャパシタ領域ＩＩＩに各々上記コンタクトホールを介して
上記ソース／ドレイン領域１２６，１２４に接続されるソース／ドレイン電極１５０，１
５２及び上部電極１５４を形成する。
【００２２】
　次に，全体表面の上部に保護膜１６０及び平坦化膜１７０を形成する。
【００２３】
　次に，フォトエッチング工程で上記平坦化膜１７０及び保護膜１６０をエッチングし，
上記ソース／ドレイン電極１５０，１５２のいずれか１つ，例えば上記ドレイン電極１５
２を露出させるビアコンタクトホールを形成する。
【００２４】
　次に，上記ビアコンタクトホールを介して上記ドレイン電極１５２に接続される画素電
極１８０を形成する。この際，上記画素電極１８０は，反射電極で形成される。
【００２５】
　次に，全体表面の上部に，上記画素電極１８０の発光領域を露出させる画素定義膜１９
０を形成する。
【００２６】
　次に，上記画素電極１８０の上部に，少なくとも発光層を含む有機層（図示せず。）を
形成する。上記有機層は，ベース基板２００，光熱変換層２１０及び転写層２２０よりな
るドナー基板を用いたレーザ転写方法を利用して形成される。
【００２７】
　その後，対向電極（図示せず。）を形成し，封止工程を行い，有機電界発光表示素子を
完成する。
【００２８】
　前述のような従来技術に係る有機電界発光表示素子は，上記発光領域Ｉに比べて薄膜ト
ランジスタ領域ＩＩ及びキャパシタ領域ＩＩＩは，比較的段差が低く形成される。すなわ
ち，薄膜トランジスタ領域ＩＩ及びコンデンサ領域ＩＩＩに積層された金属電極，ゲート
電極１３２，ソース／ドレイン電極１５０，１５２，下部電極１３４及び上部電極１５４
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により，各領域毎に異なる段差が形成される。
【００２９】
　このような構造は，上記単位画素周辺の配線及びその周辺部にも見られる。例えば，デ
ータラインの厚みに起因して，上記発光領域Ｉより上記データライン領域が相対的に高い
段差を有する。
【００３０】
　前述のような構造は，後続の有機層形成のためのレーザ熱転写時に問題を起こす場合が
ある。すなわち，上記発光領域Ｉと上記転写層２２０が上記ドナー基板から離脱する高さ
Ｔ１が大きくなることにより，転写に必要なレーザのエネルギーを上昇させなければなら
ない場合が発生し得る。
【００３１】
　これにより，上記レーザの高いエネルギーに起因して有機電界発光表示素子の発光層は
損傷を受けるようになり，よって，有機電界発光表示素子の効率及び寿命が短縮する問題
が発生し得る。
【００３２】
【特許文献１】米国特許第４，３７７，３３９号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３３】
　このように，従来の有機電界発光表示素子によれば，発光領域よりデータライン領域が
相対的に高い段差を有する構造のため，有機電界発光表示素子の効率及び寿命が短縮する
問題がある。
【００３４】
　そこで，本発明は，このような問題に鑑みてなされたもので，その目的は，発光領域に
おける画素電極の下部にダミーパターンを介在させ，ドナー基板と画素電極間の距離を最
小化することによって，レーザ熱転写時にレーザエネルギーの効率を高めることができる
と共に，有機層の寿命及び効率を改善させることが可能な，新規かつ改良された有機電界
発光表示素子及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００３５】
　上記課題を解決するために，本発明のある観点によれば，基板の上部に，画素電極，少
なくとも発光層を含む有機層，及び対向電極を含み，画素定義膜により定義される発光領
域と；ゲート電極及びソース／ドレイン電極を含む薄膜トランジスタ領域と；下部電極及
び上部電極を含むキャパシタ領域と；を備え，上記発光領域における画素電極の下部にダ
ミーパターンを含むことを特徴とする，有機電界発光表示素子が提供される。
【００３６】
　また，上記画素電極は反射電極であり，上記対向電極は透明電極であってもよい。
【００３７】
　また，上記画素電極は，上記薄膜トランジスタ領域及び上記キャパシタ領域までに延設
されてもよい。
【００３８】
　また，上記有機層は，正孔注入層，正孔輸送層，正孔抑制層，電子輸送層及び電子注入
層よりなる群から選ばれる１つ以上の層をさらに含んでもよい。
【００３９】
　また，上記ダミーパターンは，多結晶シリコン層パターン，ゲート電極物質及びソース
／ドレイン電極物質よりなる群から選ばれる２つ以上の積層構造を有してもよい。
【００４０】
　また，上記画素定義膜は，３０００Å以下の厚みを有してもよい。
【００４１】
　上記課題を解決するために，本発明の別の観点によれば，第１の領域，第２の領域及び
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第３の領域に区分される基板の上部に，第１の導電層パターンを各々形成する工程と，上
記第１の導電層パターンを含む基板の上部に，第１の絶縁層を形成する工程と；上記第１
の領域，上記第２の領域及び上記第３の領域に第２の導電層パターンを各々形成する工程
と；全体表面の上部に第２の絶縁層を形成する工程と；上記第１の領域，第２の領域及び
第３の領域に第３の導電層パターンを各々形成する工程と；全体表面の上部に第３の絶縁
層を形成する工程と；上記第１の領域に，上記第２の領域の第３の導電層パターンに接続
される画素電極を形成する工程と；全体表面の上部に，上記画素電極を露出させる第４の
絶縁層パターンを形成する工程と；上記画素電極の上部に，少なくとも発光層を含む有機
層を形成する工程と；全体表面の上部に対向電極を形成する工程と；を備えることを特徴
とする，有機電界発光表示素子の製造方法が提供される。
【００４２】
　また，上記第１の領域は発光領域であり，上記第２の領域は薄膜トランジスタ領域であ
り，上記第３の領域はキャパシタ領域であってもよい。
【００４３】
　また，上記第１の導電層パターンは，第１のダミーパターン，チャネル領域とソース／
ドレイン領域を含む多結晶シリコン層パターン，及びキャパシタの第１の電極であっても
よい。
【００４４】
　また，上記第１の絶縁層は，ゲート絶縁層であってもよい。
【００４５】
　また，上記第２の導電層パターンは，第２のダミーパターン，ゲート電極及びキャパシ
タの第２の電極であってもよい。
【００４６】
　また，上記第２の絶縁層は，層間絶縁層であってもよい。
【００４７】
　また，上記第３の導電層パターンは，第３のダミーパターン，ソース／ドレイン電極及
びキャパシタの第３の電極であってもよい。
【００４８】
　また，上記第３の絶縁層は，保護膜，平坦化膜またはそれらの積層構造であってもよい
。
【００４９】
　また，上記画素電極は，反射電極であってもよい。
【００５０】
　また，上記画素電極は，第１の領域，第２の領域及び第３の領域にわたって形成されて
もよい。
【００５１】
　また，上記第４の絶縁層パターンは，画素定義膜であってもよい。
【００５２】
　また，上記第４の絶縁層パターンは，３０００Å以下に形成されてもよい。
【００５３】
　また,上記有機層は，正孔注入層，正孔輸送層，正孔抑制層，電子輸送層及び電子注入
層よりなる群から選ばれる１つ以上の層をさらに含んでもよい。
【００５４】
　また，上記有機層は，レーザ転写方法で形成されてもよい。
【発明の効果】
【００５５】
　以上説明したように，本発明は，発光領域における画素電極の下部にダミーパターンを
形成し，段差を高くして，有機層の形成時，画素電極とドナー基板間の距離を最小化する
ことによって，レーザの転写エネルギーを最小化することができ，これにより，レーザ熱
転写時にレーザエネルギーの効率を高めることができ，発光層の寿命及び効率を改善する
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ことができる。また，画素電極を薄膜トランジスタ領域及びキャパシタ領域までに延設す
ることができるので，開口率を向上させることができる利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５６】
　以下に，添付した図面を参照しながら，本発明の好適な実施の形態について詳細に説明
する。なお，本明細書及び図面において，実質的に同一の機能構成を有する発明特定事項
については，同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００５７】
　図２は，本発明の第１の実施形態に係る有機電界発光表示素子を示す断面図であり，便
宜上，発光領域Ｉ，薄膜トランジスタ領域ＩＩ及びキャパシタ領域ＩＩＩに分けて示した
。
【００５８】
　図２を参照すれば，基板３００の発光領域Ｉに，多結晶シリコン層で形成された第１の
ダミーパターン３２８，ゲート電極物質で形成された第２のダミーパターン３３６及びソ
ース／ドレイン電極物質で形成された第３のダミーパターン３５６が積層されており，そ
の上部に画素電極３８０が形成されている。また，基板３００の薄膜トランジスタ領域Ｉ
Ｉに，ゲート電極３３２及びソース／ドレイン電極３５０，３５２よりなる薄膜トランジ
スタが形成されている。また，キャパシタ領域ＩＩＩに，多結晶シリコン層パターンで形
成された第１の電極３２９，ゲート電極物質で形成された第２の電極３３４及び第１の電
極３２９と第２の電極３３４間のゲート絶縁層３３０よりなる第１のキャパシタと；第２
の電極３３４，ソース／ドレイン電極物質で形成された第３の電極３５４及び上記第２の
電極３３４と第３の電極３５４間の層間絶縁層３４０よりなる第２のキャパシタが形成さ
れている。上記発光領域Ｉに，有機層（図示せず。）をレーザ転写方法で形成するために
，ベース基板４００，光熱変換層４１０及び転写層４２０よりなるドナー基板を上記基板
３００に整列した後，ラミネーションしている。
【００５９】
　図２に示すように，発光領域Ｉに，第１のダミーパターン３２８，第２のダミーパター
ン３３６及び第３のダミーパターン３５６の積層構造で形成されたダミーパターンが示さ
れているが，上記ダミーパターンのうち２つ以上の積層構造で形成してもよい。ここで，
上記画素電極３８０は，反射電極，または反射電極を含む積層構造であってもよい。これ
は，有機電界発光表示素子が前面発光型であることを意味し，上記画素電極３８０は，薄
膜トランジスタ領域ＩＩ及びキャパシタＩＩＩまでに延設されることができるので，開口
率を向上させることができる。
【００６０】
　また，上記キャパシタＩＩＩの二重構造のキャパシタは，第２の電極３３４及び第３の
電極３５４よりなる単一のキャパシタ構造で形成してもよい。
【００６１】
　上記構造において，画素電極３８０の上部に，発光領域を定義する画素定義膜３９０が
設けられ，上記画素定義膜３９０は，３０００Å以下の厚さで形成される。
【００６２】
　上記ドナー基板の転写層４２０と画素電極３８０間の距離Ｔ２は，３０００Å以下であ
ることが好ましい。これは，発光領域Ｉ，薄膜トランジスタ領域ＩＩ及びキャパシタＩＩ
Ｉが同じ段差を有するとしても，画素定義膜３９０が設けられているため，上記転写層４
２０と画素電極３８０との間に上記画素定義膜３９０の厚みに相当する距離が発生するか
らである。
【００６３】
　以下，本発明に係る有機電界発光表示素子の製造方法を説明する。
【００６４】
　発光領域Ｉ，薄膜トランジスタ領域ＩＩ及びキャパシタＩＩＩを含む基板３００上に，
バッファ層３１０を形成する。上記バッファ層３１０は，後続工程において上記基板３０
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０内の不純物が素子内部に流入するのを防止するために形成することが好ましい。
【００６５】
　次に，上記バッファ層３１０の上部に，半導体層である非晶質シリコン層（図示せず。
）を所定の厚みで蒸着する。次いで，上記非晶質シリコン層をＥＬＡ（Ｅｘｃｉｍｅｒ　
Ｌａｓｅｒ　Ａｎｎｅａｌｉｎｇ），ＳＬＳ（Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ　Ｌａｔｅｒａｌ　
Ｓｏｌｉｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ），ＭＩＣ（Ｍｅｔａｌ　Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｃｒｙｓｔａ
ｌｌｉｚａｔｉｏｎ）またはＭＩＬＣ（Ｍｅｔａｌ　Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｌａｔｅｒａｌ　
Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ）法などを用いて結晶化し，フォトエッチング工程でパ
ターニングして，単位画素内の発光領域Ｉ，薄膜トランジスタ領域ＩＩ及びキャパシタ領
域ＩＩＩに各々第１のダミーパターン３２８，多結晶シリコン層パターン３２０及び第１
の電極３２９を形成する。
【００６６】
　次に，全体表面の上部にゲート絶縁層３３０を形成する。この際，上記ゲート絶縁層３
３０は，シリコン酸化膜ＳｉＯ２，シリコン窒化膜ＳｉＮｘまたはそれらの積層構造で形
成することができる。
【００６７】
　次に，上記ゲート絶縁層３３０の上部に，上記薄膜トランジスタ領域ＩＩ及びキャパシ
タＩＩＩの多結晶シリコン層パターン３２０及び第１の電極３２９に不純物をイオン注入
する。この際，上記薄膜トランジスタ領域ＩＩに，ソース／ドレイン領域３２６，３２４
が形成される。上記ソース／ドレイン領域３２６，３２４の中間部は，チャネル領域３２
２である。
【００６８】
　次に，全体表面の上部にゲート電極用導電層（図示せず。）を形成する。上記ゲート電
極用導電層は，モリブデン（Ｍｏ）またはモリブデン－タングステン（ＭｏＷ）のような
合金の単一層，アルミニウム（Ａｌ）またはアルミニウム－ネオジム（Ａｌ－Ｎｄ）のよ
うなアルミニウム合金の単一層，或るいはこれらの金属の二重層で形成することができる
。
【００６９】
　次に，フォトエッチング工程で上記ゲート電極用導電層をエッチングし，上記発光領域
Ｉ，薄膜トランジスタ領域ＩＩ及びキャパシタＩＩＩに，各々第２のダミーパターン３３
６，ゲート電極３３２及び第２の電極３３４を形成する。
【００７０】
　その後，上記薄膜トランジスタがＮＭＯＳである場合，上記ゲート電極３３２をイオン
注入マスクとして使用して低濃度の不純物をイオン注入し，ＬＤＤ領域（図示せず。）を
形成することができる。
【００７１】
　次に，全体表面の上部に層間絶縁層３４０を形成する。
【００７２】
　次に，フォトエッチング工程で上記層間絶縁層３４０及びゲート絶縁層３３０をエッチ
ングし，上記ソース／ドレイン領域３２６，３２４を露出させるコンタクトホールを形成
する。
【００７３】
　次に，上記層間絶縁層３４０の上部にソース／ドレイン電極物質を形成する。
【００７４】
　次に，フォトエッチング工程で上記ソース／ドレイン電極物質をエッチングし，上記発
光領域Ｉ，薄膜トランジスタ領域ＩＩ及びキャパシタＩＩＩに各々第３のダミーパターン
３５６，上記コンタクトホールを介して上記ソース／ドレイン領域３２６，３２４に接続
されるソース／ドレイン電極３５０，３５２及び第３の電極３５４を形成する。
【００７５】
　次に，全体表面の上部に保護膜３６０及び平坦化膜３７０を形成する。
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【００７６】
　次に，フォトエッチング工程で上記平坦化膜３７０及び保護膜３６０をエッチングし，
上記ソース／ドレイン電極３５０，３５２のいずれか１つ，例えば上記ドレイン電極３５
２を露出させるビアコンタクトホールを形成する。
【００７７】
　次に，上記ビアコンタクトホールを介して上記ドレイン電極３５２に接続される画素電
極３８０を形成する。この際，上記画素電極３８０は，反射電極で形成される。上記画素
電極３８０は，反射電極の単一層であってもよく，反射電極を含む積層であってもよい。
反射電極の単一層である場合，Ａｇ，またはＡｇ合金を使用することができる。また，積
層である場合，透明電極／反射電極／透明電極または反射電極／透明電極の積層構造で構
成することができ，この場合，反射電極は，ＡｇまたはＡｇ合金であり，透明電極は，Ｉ
ＴＯ，ＩＺＯまたはＩｎ２Ｏ３などである。上記画素電極３８０が反射電極であるから，
上記画素電極３８０は，発光領域Ｉにのみ設けられることができ，又は，薄膜トランジス
タ領域ＩＩ及びキャパシタＩＩＩまでに延設されることができる。
【００７８】
　次に，全体表面の上部に，上記画素電極３８０の発光領域を露出させる画素定義膜３９
０を形成する。この際，上記画素定義膜３９０は，上記発光領域Ｉ上に３０００Å以下の
厚みで形成する。これは，後続の有機層形成工程を容易にするためである。
【００７９】
　次に，上記画素電極３８０の上部に，少なくとも発光層を含む有機層（図示せず。）を
形成する。上記有機層は，正孔注入層，正孔輸送層，正孔抑制層，電子輸送層及び電子注
入層のうち少なくとも１つ以上の層をさらに含むことができる。上記有機層は，レーザ熱
転写法を用いて形成する。
【００８０】
上記レーザ熱転写法は，次のように実施される。
【００８１】
　上記基板３００を，ベース基板４００，光熱変換層４１０及び転写層４２０よりなるド
ナー基板に対向するように位置させ，整列し，ラミネーションする。上記ラミネーション
されたドナー基板のベース基板４００にレーザを照射し，上記光熱変換層４１０下部の転
写層４２０を，上記基板の露出した画素電極３８０上に転写する。
【００８２】
　この際，上記転写層４２０と上記画素電極３８０間の距離Ｔ２は，３０００Å以下であ
ることが好ましい。上記転写層４２０の転写過程時に，転写に必要なレーザのエネルギー
を減少させることができる。
【００８３】
　その後，ソース／ドレイン領域に接続されるソース／ドレイン電極を形成して，薄膜ト
ランジスタを完成し，上記薄膜トランジスタに接続される発光素子を形成し，平板表示素
子を完成する。上記平板表示素子は，有機電界発光表示素子または液晶表示素子である。
【００８４】
　上記画素定義膜３９０は，レーザ熱転写の実行時に，レーザの効率及び効果的なパター
ニングのために，３０００Å以下の厚みで形成することが好ましい。
【００８５】
　次に，対向電極（図示せず。）を形成した後，封止し，有機電界発光表示素子を完成す
る。
【００８６】
　以上，添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが，本発明は
かかる例に限定されない。当業者であれば，特許請求の範囲に記載された技術的思想の範
疇内において，各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり，それらにつ
いても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００８７】
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　例えば，上述した実施形態においては，ダミーパターンが３つの場合について説明した
が，所望のＴ２（ドナー基板の転写層４２０と画素電極３８０間の距離）を得る適当な数
であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８８】
　本発明は，有機電界発光表示素子及びその製造方法に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】従来技術に係る有機電界発光表示素子を示す断面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る有機電界発光表示素子を示す断面図である。
【符号の説明】
【００９０】
　　３００　基板
　　３１０　バッファ層
　　３２９　第１の電極
　　３３０　ゲート絶縁層
　　３３４　第２の電極
　　３４０　層間絶縁層
　　３５４　第３の電極
　　３６０　保護膜
　　３７０　平坦化膜
　　３９０　画素定義膜
　　４２０　転写層
　　４１０　光熱変換層
　　４００　ベース基板
　　３２８　第１のダミーパターン
　　３３６　第２のダミーパターン
　　３５６　第３のダミーパターン
　　３２０　多結晶シリコン層パターン
　　３２６　ソース領域
　　３２４　ドレイン領域
　　３２２　チャネル領域
　　３３２　ゲート電極
　　３５０　ソース電極
　　３５２　ドレイン電極
　　３８０　画素電極



(12) JP 4690187 B2 2011.6.1

【図１】 【図２】



(13) JP 4690187 B2 2011.6.1

10

フロントページの続き

    審査官  小西　隆

(56)参考文献  特開２００１－０７６８６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１２７５５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第０３／０３６７１１（ＷＯ，Ａ１）　　
              特表２００５－５０７１７１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２２９４８３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　５１／５０　－　５１／５６
              Ｈ０１Ｌ　　２７／３２
              Ｈ０５Ｂ　　３３／００　－　３３／２８
              Ｇ０９Ｆ　　　９／００　－　　９／３０
              Ｇ０９Ｆ　　　９／３０７－　　９／４６



专利名称(译) 有机电致发光显示装置及其制造方法

公开(公告)号 JP4690187B2 公开(公告)日 2011-06-01

申请号 JP2005359441 申请日 2005-12-13

[标]申请(专利权)人(译) 三星斯笛爱股份有限公司

申请(专利权)人(译) 三星エスディアイ株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三星移动显示的股票会社

[标]发明人 姜泰旭

发明人 姜 泰旭

IPC分类号 H01L51/50 H05B33/10 H05B33/22 G09F9/30 H01L27/32

CPC分类号 H01L27/3244 H01L27/1214 H01L27/1255 H01L27/13 H01L27/3223 H01L51/0013 H01L51/56 
H01L2251/5315

FI分类号 H05B33/14.A H05B33/10 H05B33/22.Z G09F9/30.338 G09F9/30.365.Z G09F9/30.365 H01L27/32

F-TERM分类号 3K007/AB03 3K007/AB11 3K007/AB18 3K007/BA06 3K007/CB01 3K007/CC01 3K007/DB03 3K007
/EA00 3K007/FA00 3K007/GA00 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC45 3K107/DD23 3K107/DD28 
3K107/DD44X 3K107/DD44Y 3K107/DD46X 3K107/DD46Y 3K107/DD89 3K107/EE04 3K107/FF15 
3K107/GG00 3K107/GG09 5C094/AA37 5C094/AA42 5C094/BA03 5C094/BA27 5C094/CA19 5C094
/DA13 5C094/EA04 5C094/FB01 5C094/GB10 5C094/JA08

审查员(译) 小西孝

优先权 1020040105146 2004-12-13 KR

其他公开文献 JP2006173617A

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供一种有机电场发光指示装置，其能够在激光热转印
时提高激光能量的效率，并通过在下部设置虚设图案来提高有机层的寿
命和效率。发光区域中的像素电极和使施主衬底与像素电极之间的距离
最小化，以及制造它的方法。解决方案：根据本发明的有机电场发光指
示装置包括像素电极，有机层至少包括发光层，并且在基板的上部具有
对电极。该器件包括由像素限定膜限定的发光区域，包括栅电极和源/漏
电极的薄膜晶体管区域，以及包括下电极和上电极的电容器区域。该器
件包括在发光区域中的像素电极的下部处的虚设图案。 Ž

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/24d1f31d-f29a-48f7-98b4-1c31f684d16d
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/035966462/publication/JP4690187B2?q=JP4690187B2

